
戸数計算制度を利用した場合と利用しなかった場合の比較 

例：メーター口径２０mm、２か月使用水量１６０㎥のケース 

 

➀通常の戸数１戸（制度を利用しない場合） 

・基本料金 ２,２００円×１戸＝２２００円…⑴ 

・従量料金  

１㎥～２０㎥までは単価２０円、２０円×２０㎥＝４００円…⑵ 

２１㎥～４０㎥までは単価１６６円、１６６円×２０㎥＝３,３２０円…⑶ 

４１㎥～６０㎥までは単価２４１円、２４１円×２０㎥＝４,８２０円…⑷ 

６１㎥～１００㎥までは単価２９５円、２９５円×４０㎥＝１１,８００円…⑸ 

１０１㎥～１６０㎥までは単価３１０円、３１０円×６０㎥＝１８,６００円…⑹ 

水道料金 ⑴＋⑵＋⑶＋⑷＋⑸＋⑹＝４１,１４０円 

 

➁集合住宅で入居戸数 5 戸（制度を利用した場合 その①） 

使用水量１６０㎥を 5 戸各戸が平均して使用したものとみなす（1 戸あたりの使用水量は、

１６０÷５＝３２㎥となる） 

・基本料金 ２,２００円×５戸＝１１,０００円…⑴ 

・従量料金  

１㎥～２０㎥までは単価２０円、２０円×２０㎥×５人＝２,０００円…⑵ 

２１㎥～３２㎥までは単価１６６円、１６６円×１２㎥×５人＝９,９６０円…⑶ 

水道料金 ⑴＋⑵＋⑶＝２２,９６０円 

 

➂集合住宅で入居戸数２０戸（制度を利用した場合 その②） 

使用水量１６０㎥を２０戸各戸が平均して使用したものとみなす（１戸あたりの使用水量は

１６０÷２０＝８㎥となる） 

・基本料金 ２,２００円×２０戸＝４４,０００円…⑴ 

・従量料金 

１㎥～８㎥までは単価２０円、２０円×８㎥×２０人＝３,２００円…⑵ 

水道料金 ⑴＋⑵＝４７,２００円 

※表示している価格は“税抜価格”です 


